遠隔点呼・自動点呼を実施する場合の運行管理規程例

○主に「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」（令和５年国土交通省告示第２６６号。以下「点呼告示」という）の遵守事項（遠隔点呼は点呼告示第７条、自動点呼は同第１１条）を引用し、実施に伴う手続きを「第２項」に規定しました。
○協会版「運行管理規程」（以下、「協会規程例」という）に条文を挿入して使用していただくことを前提に、語彙・文末等を合わせています（一部例外あり）。例えば、次のように表記しています。
	点呼告示
	協会規程例

	事業者
	代表者

	運行管理者
	管理者

	事業用自動車
	車両


○　点呼告示上、「運転者又は特定自動運行保安員」を「運転者等」といいますが、協会規程例としては、「運転者」に限定しています。自動運行貨物運送を行う場合には、当該運送に係る規定が必要です。
○　点呼告示上、「運行管理者若しくは補助者又は貨物軽自動車安全管理者」を「運行管理者等」といいますが、協会規程例としては「貨物軽自動車安全管理者」は略し、「管理者」と表記しています。協会規程例では、補助者は管理者の指導及び監督のもと第１０条に掲げる業務に限定して行うものとしています。
◎自社作成の運行管理規程に盛り込む場合は、以上についてご留意いただき、修正のうえ制定してください。

（遠隔点呼）
[bookmark: _Hlk207978929][bookmark: _Hlk207979370]第１８条の２　代表者、管理者は、第１９条、第２０条、第２１条の点呼を遠隔点呼により実施する場合、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
[bookmark: _Hlk208308917][bookmark: _Hlk210038640]　（１）遠隔点呼機器の機能、設置施設及び環境は、「対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示」（令和５年国土交通省告示第２６６号。以下「点呼告示」という）の要件に適合したものであること。
（２）遠隔点呼を行う管理者は、地理情報及び道路交通情報等、車両の運行の業務を遂行するために必要な情報を有すること。
（３）遠隔点呼を行う管理者は、面識のない運転者に対し遠隔点呼を行う場合は、あらかじめ当該運転者と対面又は映像と音声の送受信により通話をすることができる方法で面談する機会を設け、次に掲げる事項について確認を行うこと。
イ　運転者の顔の表情
ロ　運転者の健康状態
ハ　運転者の適性診断の受診の結果
ニ　その他遠隔点呼を実施するために必要な事項
（４）遠隔点呼を行う管理者は、遠隔点呼を遺漏なく行うため、運行中の車両の位置の把握に努めること。
　（５）遠隔点呼を行う管理者は、遠隔点呼を受ける運転者の携行品の保持状況又は返却状況を確認すること。
（６）遠隔点呼を行う管理者は、運転者が車両の運行の業務に従事することができないと判断した場合、直ちに当該運転者の属する営業所の管理者に連絡すること。
（７）前号の場合にあっては、代表者は、遠隔点呼を行う管理者が車両の運行の業務に従事することができないと判断した運転者の属する営業所において、代替措置を講じることができる体制を整えること。
[bookmark: _Hlk171596605]（８）遠隔点呼機器の故障等により遠隔点呼を行うことが困難になった場合にあっては、遠隔点呼を受ける運転者が属する営業所の管理者による対面点呼その他の当該営業所で実施が認められている点呼を行うことができる体制を整えること。
（９）他の事業者との間で遠隔点呼を行う場合は、当該遠隔点呼の実施に当たり、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第２９条第１項（第３５条第６項及び第３７条の２第３項において準用する場合を含む。）の許可を要する受委託契約について、事業者と当該他の事業者との間において、あらかじめ当該許可を受けていること。
（１０）代表者は、管理者、補助者及び運転者（以下この号において「対象者」という。）の識別に必要な生体認証符号等、運転者の体温及び血圧その他の個人情報の取扱いについて、あらかじめ対象者から同意を得ること。
[bookmark: _Hlk209798002]（１１）遠隔点呼を行う管理者は、運転者が従事する運行の業務に係る車両内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所にいる運転者に対して遠隔点呼を行うときは、あらかじめ当該運転者を選任している代表者が定めた場所で遠隔点呼を受けていることを、映像により確認すること。また、点呼の記録に、あらかじめ定めた点呼実施場所について、以下のとおり記録すること。
　（例）○○県××市△△（実施場所概要：車内、宿泊施設名等）
[bookmark: _Hlk208325409]（１２）運転者が遠隔点呼等のみを受け、当該運転者が属する営業所の管理者から長期間対面点呼を受けない場合は、１か月に１回以上、管理者が当該運転者と対面等で会話することで健康状態を把握するとともに、当該運転者に対する指導及び監督を適切に行うことにより、安全運転の遵守等について指導すること。
（１３）遠隔点呼実施時に運転者の健康状態を確認する際、遠隔点呼実施時の運転者の体温、血圧等の測定結果を平時の測定値と比較し、運転者の顔の表情や話し方、当該運転者からの自己申告の内容から総合的に健康状態が判断すること。
（１４）点呼告示第５条第８号の機能によって電磁的方法により記録され、遠隔点呼実施地点間で共有された事項について、遠隔点呼を受けた運転者が属する営業所管理者は、当該遠隔点呼の実施後、速やかに（原則、翌営業日以内とする。）、上記共有事項について確認すること。
（１５）（６）の連絡及び（７）の体制の整備がなされるよう、遠隔点呼実施地点間の管理者の間で連絡先を共有し、常時連絡できる体制を整えること。
（１６）代表者は、本条に明記した遠隔点呼の実施に係る遵守事項について、管理者、補助者、運転者その他の関係者に周知すること。
２　遠隔点呼を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、遠隔点呼実施営業所および被遠隔点呼実施営業所を管轄する運輸支局長に、必要な事項を記載した届出書を提出するものとする。提出した届出書の記載内容を変更しようとするときは、変更の実施に先立ち、または終了しようとするときは遅滞なく、届出書を提出するものとする。

（業務前自動点呼）
[bookmark: _Hlk207981836]第１８条の３　代表者、管理者は、第１９条の点呼を業務前自動点呼により実施する場合、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
（１）自動点呼機器の機能、設置施設及び環境は、点呼告示の要件に適合したものであること。
（２）代表者は、業務前自動点呼機器の使用方法、故障時の対応等について管理者及び運転者その他の関係者に対して適切に教育及び指導を行うこと。
（３）代表者は、運転者の属する営業所又は当該営業所の車庫において業務前自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務前自動点呼が行われることを防止するため、業務前自動点呼機器が業務前自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
（４）代表者は、業務前自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
（５）管理者は、運転者ごとに、あらかじめ業務前自動点呼の実施予定を業務前自動点呼機器に入力し、業務前自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
（６）業務前自動点呼を実施する予定時刻から代表者があらかじめ定めた時間を経過しても業務前自動点呼が完了しない場合には、管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
（７）代表者は、運転者が携行品を確実に携行したことを確認できる体制を整備すること。
（８）代表者は、管理者及び運転者の間で早急に報告する必要がある事項については、業務前自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告するよう指導すること。
（９）運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
（１０）運転者が安全な運転をすることができないおそれがあると業務前自動点呼機器によって判定された場合は、管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
（１１）日常点検の結果に異常が認められた場合、管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
（１２）業務前自動点呼機器の故障等により業務前自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務前自動点呼を受ける運転者の属する営業所の管理者による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
[bookmark: _Hlk210218998]（１３）代表者は、運転者の識別に必要な生体認証符号等や健康状態に係る測定結果等の取扱いについて、あらかじめ、運転者の同意を得ること。
（１４）業務前自動点呼を行う管理者は、運転者が従事する運行の業務に係る車両内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において運転者が業務前自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者を選任している代表者が定めた場所で業務前自動点呼を受けていることを、当該業務前自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。また、点呼の記録に、あらかじめ定めた点呼実施場所について、以下のとおり記録すること。
　　（例）○○県××市△△（実施場所概要：車内、宿泊施設名等）
（１５）運転者が自動点呼等のみを受け、当該運転者が属する営業所の管理者から長期間対面点呼を受けない場合は、１か月に１回以上、管理者が当該運転者と対面等で会話することで健康状態を把握するとともに、当該運転者に対する指導及び監督を適切に行うことにより、安全運転の遵守等について指導すること。
（１６）業務前自動点呼を行う前までに、運転者の平時の体温及び血圧の値を１０日分程度取得し、業務前自動点呼実施時における当該運転者の平時の値を把握すること。なお、当該値については、安全規則第３条第６項に基づく健康状態の把握等により定期的に確認し、随時見直すこと。
[bookmark: _Hlk207982884]（１７）代表者は、本条に明記した業務前自動点呼の実施に係る遵守事項について、管理者、補助者、運転者その他の関係者に周知すること。
２　業務前自動点呼を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、業務前自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長に、必要な事項を記載した届出書を提出するものとする。提出した届出書の記載内容を変更しようとするときは、変更の実施に先立ち、または終了しようとするときは遅滞なく、届出書を提出するものとする。

（業務後自動点呼）
第１８条の４　代表者、管理者は、第２０条の点呼を業務後自動点呼により実施する場合、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
（１）自動点呼機器の機能、設置施設及び環境は、点呼告示の要件に適合したものであること。
（２）代表者は、業務後自動点呼機器の使用方法、故障時の対応について管理者、運転者その他の関係者に対して適切に指導教育すること。
（３）代表者は、運転者の属する営業所又は当該営業所の車庫において業務後自動点呼を行う場合には、当該場所以外で業務後自動点呼が行われることを防止するため、業務後自動点呼に用いる自動点呼機器が業務後自動点呼実施場所から持ち出されないよう必要な措置を講じること。
（４）代表者は、業務後自動点呼機器を適切に使用、管理及び保守することにより、常に正常に作動する状態に保持すること。
（５）管理者は、運転者ごとに、あらかじめ業務後自動点呼の実施予定を業務後自動点呼機器に入力し、業務後自動点呼の実施結果を適宜確認し、点呼の未実施を防止すること。
（６）業務後自動点呼を実施する予定時刻から代表者があらかじめ定めた時間を経過しても業務後自動点呼が完了しない場合には、管理者が適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
（７）代表者は、運転者が携行品を確実に返却したことを確認できる体制を整備すること。
（８）代表者は、管理者及び運転者の間で早急に報告する必要がある事項については、業務後自動点呼の実施にかかわらず、両者間で速やかに報告するよう指導すること。
（９）運転者が酒気を帯びていることが確認された場合は、管理者が当該運転者の状態を確認するための適切な措置を講じることができる体制を整備すること。
（１０）業務後自動点呼機器の故障等により業務後自動点呼を行うことが困難となった場合に、業務後自動点呼を受ける運転者の属する営業所の管理者による対面点呼その他の実施が認められている点呼を行う体制を整えること。
（１１）代表者は、運転者の識別に必要な生体認証符号等の取扱いについて、あらかじめ、運転者の同意を得ること。
（１２）業務後自動点呼を行う管理者は、運転者が従事する運行の業務に係る車両内、待合所、宿泊施設その他これらに類する場所において運転者が業務後自動点呼を受ける場合にあっては、あらかじめ当該運転者を選任している代表者が定めた場所で業務後自動点呼を受けていることを、当該業務後自動点呼の実施中又は終了後に静止画又は動画により確認すること。また、点呼の記録に、あらかじめ定めた点呼実施場所について、以下のとおり記録すること。
　（例）○○県××市△△（実施場所概要：車内、宿泊施設名等）
（１３）運転者が自動点呼等のみを受け、当該運転者が属する営業所の管理者から長期間対面点呼を受けない場合は、１か月に１回以上、管理者が当該運転者と対面等で会話することで健康状態を把握するとともに、当該運転者に対する指導及び監督を適切に行うことにより、安全運転の遵守等について指導すること。
[bookmark: _Hlk210032886]（１４）代表者は、本条に明記した業務後自動点呼の実施に係る遵守事項について、管理者、補助者、運転者その他の関係者に周知すること。
２　業務後自動点呼を実施しようとする場合において、当該点呼を実施する１０日前までに、業務後自動点呼実施営業所を管轄する運輸支局長に、必要な事項を記載した届出書を提出するものとする。提出した届出書の記載内容を変更しようとするときは、変更の実施に先立ち、または終了しようとするときは遅滞なく、届出書を提出するものとする。
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